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福祉部障害福祉課

神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例
～ともに生きる社会を目指して～
に基づく基本計画について

資料３
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①計画の構成

②新たな計画の特徴

③計画完成に向けての意見整理と反映の状況

・県独自の目標設定等の一例

・施策審議会委員からの意見（反映状況）

・パブリックコメント（結果報告、反映状況）

・新たな試み

・総論、各論、資料

資料の構成

・障害当事者部会報告（第１回開催結果、委員意見の反映状況）

資料３は、大きく分けて以下①～③の３つに整理しています。

・主な新規事業

（３ページ～）

（１２ページ～）

（１６ページ～）



計画の構成 （ 「総論」、「各論」、「資料」 ）

Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み

３. 安心して暮らせる地域づくり

４. 地域生活を支える福祉・医療体制づくり

Ⅰ すべての人のいのちを大切にする取組み

１. すべての人の権利を守るしくみづくり

２. ともに生きる社会を支える人づくり

Ⅲ 障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、

いかなる偏見や差別も排除する取組み

５. 社会参加を促進するための環境づくり

６. 雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり

Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み

７. ともに生きるための意識づくり

８. ともに育つための教育の振興

９. ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興

「当事者目線の障害福祉に至った経緯」や、「当事者目線とは何か」、「ともに生きる社会とは何か」 など
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資 料 県の取組みの実績値・目標値、専門用語解説や障害福祉に関する各種マーク、計画策定の経過 など
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Ⅰ すべての人のいのちを大切にする取組み ・・・大柱

（１）権利擁護の推進、虐待の防止 ・・・小柱

（２）障害を理由とする差別の解消の推進

（１）障害福祉を支える人材の確保・育成

（２）保健・医療を支える人材の確保・育成

（３）意思決定支援の推進

１. すべての人の権利を守るしくみづくり ・・・中柱

２. ともに生きる社会を支える人づくり

・障害者虐待防止（精神病院含む）、身体拘束ゼロへの取組み
・障害当事者の参画による権利擁護の取組み推進 等

・障害を理由とする差別の解消
・差別に関する紛争の解決に向けたあっせん等の調整
を行う機関の設置 等

・意思決定支援ガイドラインの普及、啓発
・施設職員や成年後見人などへの意思決定支援の研修 等

・障害福祉サービス従事者、サービス提供人材等の養成、確保
・大学生、企業転職者、高齢者等をターゲットにした取組の推進
・ピアサポーターの育成、ボランティア活動の推進 等

・医療従事者等の養成と人材確保
・保健所（保健センター）等の職員の育成
・発達障害の診療・支援ができる医師の養成 等

【主な数値目標】
・虐待に関する弁護士による法的な助言回数 等

【主な数値目標】
・県民ニーズ調査において「障がいを理由とする差別や偏見があると思う」と
回答する方の割合
・障害者差別解消支援地域協議会を設置した市町村数 等

【主な数値目標】
・意思決定支援研修の累計受講者数

【主な数値目標】
・グループホームの職員に対して支援技術や人権意識の向上を図る研修の
修了者数
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の累計修了者数 等

【主な数値目標】
・重症心身障害児者施設等の看護師を対象とした専門的研修の修了者数
・看護学生や看護師等を対象とした福祉現場における看護に関する普及啓発
研修の修了者数 等
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Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み(1/2)

（１）相談支援体制の構築

（２）地域生活移行支援等の充実

３. 安心して暮らせる地域づくり

・身近な地域における相談支援体制の構築
・基幹相談支援センターの設置促進
・自立支援協議会の活性化
・難病患者・盲ろう者等への支援体制の整備 等

・グループホームの整備、助言や指導
・地域生活移行の不安解消のための取組、体験利用等の促進
地域生活移行スペシャリスト、エキスパートによる取組
民間提案事業、地域生活移行チャレンジ事業

・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム
・精神障害者の地域生活移行の支援強化
・精神障害者を支援するピア活動の推進と普及啓発
・県立障害者支援施設の取組
・措置入院者の退院後支援 等

【主な数値目標】
・相談支援事業所における相談支援専門員の実人数
・相談支援事業の累計利用者数
・相談支援従事者研修の累計修了者数
・ピアサポートの活動への参加人数 等

【主な数値目標】
・地域生活移行者数
・施設入所者数の減少数 等
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Ⅱ 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み(2/2)

（２）地域における支援体制の整備

（１）障害福祉サービス等の整備・充実と質の向上

（３）保健・医療施策の推進

（５）障害当事者やその家族等への支援の充実

（６）支援者の負担軽減に向けた取組みの推進

（４）障害のある子どもへの支援の充実

・在宅サービスや自立訓練サービス、日常生活支援の充実
・事業所間連携の促進や、処遇改善への取組み 等

４. 地域生活を支える福祉・医療体制づくり

・障害者支援施設における地域生活支援機能の強化
・障害者自立支援協議会の活性化
・地域ネットワークづくり・社会福祉連携推進法人の取組 等

・障害や疾病の早期発見と早期療育、障害者の医療、未病改善
・在宅医療の充実、難病患者等への支援体制の構築 等

・地域における療育支援体制の構築
・医療的ケア児支援、過齢児の円滑なサービス移行
・聴覚障害児の早期支援体制 等

・地域における切れ目ない家族支援の充実
・ケアラーへの支援 等

・ロボット技術やＩＣＴ機器等の導入促進
・生活支援ロボット等の研究開発の促進 等

【主な数値目標】
・障害福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所施設の割合
・県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者
等に対する指導監査結果を関係自治体と共有する回数 等

【主な数値目標】
・地域生活支援拠点等を整備し、コーディネーター等の配置、支援ネット
ワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時連絡体制の構築を進めると
ともに、年１回以上運用状況を検証及び検討する市町村数 等

【主な数値目標】
・精神病床における入院需要
・難病医療協力病院の設置数 等

【主な数値目標】
・医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数
・児童発達支援を行う事業所数
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修の累計修了者数 等

【主な数値目標】
・障害児等メディカルショートステイの利用件数
・重症心身障害児者への一人当たりの平均支援回数 等

【主な数値目標】
・補助事業を活用してロボットやＩＣＴを導入した事業所等の数
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Ⅲ 障害者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見も排除する取組み(1/2)

（１）誰もが住みやすいまちづくりの推進

（４）デジタル技術を活用した障害支援の充実

（２）意思疎通支援の充実

（５）防災及び災害発生時の対策推進

（６）犯罪被害や消費者トラブルの防止と
被害者支援の充実

（３）行政情報等のアクセシビリティ（利便性）の向上

・バリアフリーまちづくりに向けた普及啓発
・公共施設や交通機関のバリアフリー化
・障害者の入居促進支援 等

・県窓口における合理的配慮の徹底や、県公報の利便性の向上
・障害者の投票機会の確保、投票所のバリアフリー化 等

・手話や電話リレーサービスの普及
・ライトセンターや聴覚障害者福祉センター、
盲ろう者支援センター等における情報提供の充実 等

・ＩＣＴを始めとする新たな技術の利活用
・メタバース（仮想空間）を活用した繋がりの創出 等

５. 社会参加を促進するための環境づくり

・防災と福祉の連携による地域防災計画等の作成
・災害発生時の要配慮者への支援 等

・警察職員の障害理解の促進
・消費者教育の推進、見守りネットワークの構築 等

【主な数値目標】
・「ヘルプマーク」の認知度
・視覚障害者用付加装置（バリアフリー対応型信号機）等の整備数 等

【主な数値目標】
・手話講習会の累計実施事業所
・電話リレーサービスの累計登録件数
・ライトセンターの図書増加数 等

【主な数値目標】
・公的機関のウェブサイトの情報アクセシビリティに関する
JIS規格への準拠率
・障害への理解についての県職員に対する研修の受講者数 等

【主な数値目標】
・かながわ障害者ＩＴ支援ネットワークへの投稿記事数 等

【主な数値目標】
・検討中

【主な数値目標】
・障害者及び障害者を見守る人向けの消費者教育に関する講座等
の開催数 等
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Ⅲ 障害者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見も排除する取組み(2/2)

（１）就労支援の充実

（２）障害者雇用の促進

６. 雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり

・就労から職場定着までの一貫した支援の実施
・障害の特性に応じた職場訓練等の実施
・介護の仕事の理解促進 等

・一般就労及び定着支援の強化
・法定雇用率の達成に向けた取組みの充実
・農福連携の取組の推進
・短期雇用体験の支援 等

【主な数値目標】
・障害者の委託訓練修了者における就職率
・障害者h職業能力開発校の修了者における就職率 等

【主な数値目標】
・障害者就労施設等からの物品等の調達実績額
・県における障害者の雇用率 等
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Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み(1/2)

（１）当事者目線の障害福祉の理念の普及・啓発

（２）障害の理解と差別解消の促進

（３）障害者主体の活動等の促進

（１）教育環境の整備

（２）インクルーシブ教育の推進

７．ともに生きるための意識づくり

・憲章（条例）の普及啓発、障害者理解の促進
・共生の場の創出 等

・地域住民への障害の理解促進
・障害の理解の促進 等

・政策立案過程における障害者参加の推進
・ピア活動の推進 等

８. ともに育つための教育の振興

・すべての学校における特別支援教育の体制整備、専門性の向上
・障害児等の実態把握、調査研究
・入試や授業等における配慮
・地域で子どもの成長を支える取組みの推進、生涯学習の取組等

・適切な指導や支援、学習機会の確保に向けた取組み
・多様な学び場のしくみづくり
・校内支援体制の構築 等

【主な数値目標】
・ともに生きる社会かながわ憲章の認知度
・障害者理解のための企業向け講座の累計受講者数 等

【主な数値目標】
・「ヘルプマーク」の認知度（再）
・難病医療協力病院の設置数（再） 等

【主な数値目標】
・障害者が参加している県の審議会等の会議数 等

【主な数値目標】
・個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画
が作成されている学校の割合 等

【主な数値目標】
・高等学校において通級による指導を受けている児童、生徒数 等
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Ⅳ 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み(2/2)

（１）文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進

（２）スポーツ活動等の取組みの推進

９. ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興

・障害者の創作活動の支援
・障害者等の文化芸術活動の普及
・県立の図書館における障害者のニーズを踏まえた配慮
・福祉バスの運行による外出の支援 等

・障害者スポーツを支える人材の養成
・誰もが障害者スポーツに親しめる機会の提供
・アスリートの育成強化 等

【主な数値目標】
・年齢や障害の程度、種別などにかかわらず、すべての人が舞台芸術に参加し
楽しめる共生共創事業の参加者の満足度 等

【主な数値目標】
・神奈川県障害者スポーツサポーターの累計養成者数 等
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主な新規事業

７１０３ 共生の場の創出

➤ 「インクルーシブビーチクリーン（コラムあり）」など、共に活動する機会を創出し、共生社会を体感できる場を創出する

➤ 市民農園（農業体験農園）に多世代、多属性の方の交流・参加の場を作り、農福連携を通じた共生社会の意識を高める

3206 精神障害者を支援するピア活動の推進と普及啓発

➤ 医療保護入院した入院患者等に対して、訪問支援員が精神科病院を訪問し、入院患者の不安や気持ちを傾聴する

➤ 入院患者の地域生活移行を促進するため、ピア（当事者）サポーターが病院訪問し、退院意欲喚起を行う

４２０６ 地域間の障害福祉サービスにおける格差の均衡

➤ 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費の補助を行う

７１０１ 憲章・条例の普及啓発

➤ 憲章及び条例の理念の普及を目的としたフォーラムを開催し、当事者目線の障害福祉を推進する

２１０４ ピアサポート等の拡充

➤ 多様な障害種別のピア（当事者）サポーター及びピアサポーターの活用を理解した障害福祉サービス事業所等の

管理者の養成を目的とする研修を実施

このほか、「地域生活移行スペシャリストの養成」や、「重度障害者を受け入れたグループホームへの補助」、

「県立施設における福祉に関する科学的な研究」 や「医療アクセスに関する問題の検討」等に係る事業がある。



新たな計画の特徴①「新たな試み」
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（３）地域共生社会の実現に向けて、みんなで考え、悩み、育てる計画となる

〇 いわゆる「福祉分野」だけでなく、「あらゆる分野」が障害を意識し、自分事として考えながら、

一体となって、当事者目線による施策を検討し、計画を策定した。

〇 これまで以上に障害当事者や障害者を支える家族、支援者等の声をこれからの施策に反映するため、

計画に様々な声を直接掲載するほか、障害当事者の参加（参画）を推進し、「障害当事者部会」など、

障害当事者の声が届く体制をつくり、計画推進・評価を通じて、みんなで悩み、育てる計画とした。

（１）県の障害福祉に関する施策を網羅した唯一の計画となる

〇 これまで県の障害福祉に係る計画は、「障害者計画」と「障害福祉計画」の２つが策定されており、

内容も一部で重複していることから、県民から「わかりにくい」との声が多くあった。

これらの計画を一本化し、県が策定する障害福祉に関する唯一の計画とした。

〇 支援者目線と当事者目線の違いの一例をイメージ図として掲載したほか、各分野ごとに「神奈川県当

事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～」に該当する条文を示すなど、条例を

推進する計画とした。

（２）条例に基づく基本計画として、当事者目線の障害福祉を推進する計画となる



新たな計画の特徴①「新たな試み」
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（６）障害福祉施策の各分野にコラムを作成し、読みやすい計画となる

〇 一般的に計画は、法律や条例により策定することが定められており、施策を計画的に推進する役割

や、法律や条例に明記された業務の円滑な実施に資する役割がある。その役割の他に、県の考え方

や理念を県民に伝える役割や、県民から意見を聞き、今後の施策に生かしていく役割があると強く

認識し、各分野にコラムを作成するなど、読みやすい計画とした。

（５）障害福祉施策の各分野における現状と課題を整理した計画となる
〇 これまで県の障害福祉に係る計画は、障害者の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供体制を

計画的に確保するための「障害福祉計画」のみ現状と課題を整理していたが、教育や文化活動も含

めた障害福祉施策の各分野における現状と課題を整理し、取組みの推進につなげる計画とした。

〇 いわゆる３障害（知的障害、身体障害、精神障害）に対象を定めた計画としてではなく、例えば、

発達障害や医療的ケアが必要な重度障害等の児童に係る障害、強度行動障害、高次脳機能障害、

重複障害や一部難病など、あらゆる障害を対象として、取組みを推進する計画とした。

（４）あらゆる障害に関しての施策を推進するための計画となる



新たな計画の特徴②「県独自の目標設定等の一例」
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（３）相談支援専門員による障害サービス等利用計画等作成率を目標設定

〇 介護職員の処遇改善を目的とした介護職員処遇改善加算について、障害福祉サービス事業者等による

新規取得及び上位区分への変更等、労働環境の整備に関する取組を一層促進するため、県独自に障害

福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所等の割合を目標設定した。

（２）障害福祉サービス報酬の「処遇改善加算」の届出をする事業所等の割合を目標設定

〇 障害者が計画相談支援を利用できず、自ら「セルフプラン」を作成せざるを得ない状況が続いており、

神奈川県は全国的にもセルフプラン率が高止まりしていることから、相談支援専門員を増やす施策等

を推進していくため、県独自に相談支援専門員による障害サービス等利用計画等作成率を目標設定した。

（１）地域生活移行者数において県立施設の目標を反映
〇 国の基本指針では令和元年度末時点の施設入所者の６％が地域生活に移行するよう目標設定すること

が求められている。県内市町村における目標値の合計は約６％であるが、県が「当事者目線の支援」

を実施し、県立施設を「通過型施設」とすること等により、各県立施設の目標値を県独自に反映させ、

県全体で約10％の目標として設定した。



新たな計画の特徴②「県独自の目標設定等の一例」

15

（６）ともに生きる社会かながわ憲章の認知度を目標設定

〇 県独自に、医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児者等とその介護を担う家族等が、地域で安心

して生活するため、県所管域の中核的な小児医療機関等の協力を得て、短期入院（メディカルショート

ステイ）により、対象児者の一時的な生活の場を確保する事業を実施していることから、障害児等メデ

ィカルショートステイの利用件数を目標設定した。

（５）障害児等メディカルショートステイの利用件数を目標設定

〇 「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を発信し、ともに生きる社会の実現に向け、共感を広げて

いく取組みを強化していることから、ともに生きる社会かながわ憲章の認知度を目標設定した。

（４）医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数を目標設定
〇 県独自に、在宅で生活する医療的ケア児等の介護を行う家族の一時休息（レスパイト）のために、家族

に代わって介助等を行う看護師等の訪問支援を実施する市町村に対し経費の一部を補助する事業を実施

していることから、医療的ケア児在宅レスパイト支援事業を実施する市町村数を目標設定した。



計画完成に向けての意見整理と反映の状況
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パブリックコメント

団体ヒアリング

〇 実施期間：令和５年10月19日～11月24日

〇 概ね300件の意見が集まった。反映可能な意見を整理し、庁内各所属へ確認中。

障害者施策審議会

〇 実施期間：第１回（Ｒ４．２～）、第２回（Ｒ５．１１～）

〇 当事者及び家族団体へ、直接ヒアリングを実施し、計画策定に向けた意見を聴取した。

〇 開催日：第３７回（Ｒ５．６）、第３８回（Ｒ５．９）、第３９回（Ｒ５.１１）、第４０回（Ｒ６．２）

〇 ４名の障害当事者を含めた20名の委員が、計画策定に向けて審議を行っている。
〇 新たに障害当事者部会を設置

〇 実施期間（Ｒ５．１２～Ｒ６．１）

〇 政令中核市ほか、６圏域各々と個別に実施。県計画の全域での推進意識を共有した。

市町村圏域調整会議

意見
聴取

意見
整理

意見
反映

審議継続中

反映作業中

反映作業中

調整完了
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パブリックコメントの結果

主な意見
意見内容の内訳（速報値） 件数

１
総論

「計画策定の背景や推進・評価の体制、県内の障害者を取り巻く状況等」

に関する意見

３９

２ 各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅰ．すべての人のいのちを大切にする取組み」に関する意見
５４

３
各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅱ．誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み」に関する

意見
６０

４
各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅲ．障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する

取組み」

に関する意見

５３

５ 各論（分野別施策の基本的方向）

「大柱Ⅳ．地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」に関する意見
４８

６
資料（各数値について）

県が定める数値目標、国の基本指針に基づく成果目標・活動指標、地域生活支援事

業・障害福祉サービスの見込量）など ７

７ その他

条例全般に関する意見など
３６

提出された意見の件数 ： ２９７件

〇困った時、気軽に相談できる窓口を増やしてほしい。

〇少しずつだが、生活しやすく、移動しやすいまちづくり
が進んでいる。「地域で支え合う」という考えを基本に
取組みを進めてほしい。

〇地域によって、医療や福祉の体制には大きな差がある。
どこに住んでも、安心して生活が送れるように、県が
率先して取組みを進める必要があるのではないか。

〇福祉業界も分析や評価が必要。アウトリーチで、生活
のしづらさを早い段階でキャッチ出来ると良い。

〇障害の原因を「人の体にある」と考えないでほしい。
社会のあり方で、多くの障害は無くしていける。
そのことをしっかりと広めていくことが大切。



障害当事者からの意見の反映 ※団体ヒアリングを含む
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「当事者が活動の主体となることを進めるための
項目を計画に入れてほしい」

「精神障害の施策は、他の障害に比べて遅れている。
現場を知り、当事者の声をしっかりと反映させてほしい」

「障害者のために行政が作る計画ではなく、
当事者が何を求めているかを反映させた計画にしてほしい」

・ 障害者施策審議会や障害当事者団体ヒア
リングにより、当事者の意見を計画に反映。
・ 障害当事者部会を設置し、意見を聴取。

・ 「当事者主体の活動の推進」の項目を
新たに追加。

・ 関係団体へのヒアリングを実施。
・ 相談・就労、住宅確保など、様々な分野の
施策を計画に位置づけ。

計画本体

各取組みに反映

＋

意見自体を掲載

「現状と課題」や「取組みの方向性」に追記するほか、意見の一部を記載。



委員意見の反映の一例①
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「差別解消に係る相談窓口の設置について、条例に合わせて“あっせん”という
言葉を明記しながら、具体的な記載をする必要があるのではないか。」

「意思決定支援を浸透させる上で一番重要となるのは、直接支援にあたる職員で
あり、浸透させる方法をしっかりと明記するべきである。」

➤ 「Ⅰ－１－（１）権利擁護の推進（Ｐ４２～）」の取組みの方向性に、新たな
項目「日常生活支援事業の利用促進（仮）」を追加予定。
※ 所管課に追記する文章作成を依頼中。

➤ 「Ⅰ－１（２）障害を理由とする差別の解消（Ｐ４６～）」の取組みの方向性
の「１２０３ 相談窓口の設置」を「相談・あっせん窓口の設置」に修正。
※ 当課所管グループに追記する文章作成を依頼中。

➤ 「Ⅰ－１－（３）意思決定支援（Ｐ５０～）」の現状と課題を修文。
追加：「当事者の支援に当たる従事者などに対し研修を行っていく・・・」
※ 取組みの方向性については、所管課と追記する文章作成を依頼中。

「権利擁護の仕組みとして、日常的な金銭管理や重要書類等の預かり・保管など
を行う日常生活支援事業等の制度もある。ここを抑えた記載をする必要がある。」



委員意見の反映の一例②
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「ＰＤＣＡサイクルをどう回すかが非常に重要。特に評価の部分をしっかりと計画に
記載して、計画を育てていく仕組みを打ち出す必要がある。」

「家族支援」については、それぞれのライフステージにおいて切れ目ない支援が行
われることが重要であり、そのことを計画上に盛り込む必要がある。

「ピアサポーターの人材育成があまり進んでいない。自助グループが育たない現状
があるので、ピアサポーターの資格制度を作ってほしい。」

➤ 「総論4－（７）計画の進行管理（Ｐ１７～）」にＰＤＣＡサイクルによる評価
の内容を追記。
※ あわせて、施策審議会及び部会を活用する旨の記載を追加する。

➤ 「Ⅱ－４－（５）障害当事者やその家族等への支援の充実（Ｐ１２０～）」の
現状と課題に、「地域において、切れ目なく支える体制づくりを推進」と
いう文言を追加した。

➤ 「Ⅰ－２－（１）障害福祉を支える人材の確保（Ｐ５８～）」の、取組みの方向
性「２１０４ ピアサポート等の拡充」にＲ６からの新規事業内容を追記。
※ 「資格」ではないが、「ピアサポーター体制加算」の算定要件となる。
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障害当事者部会
〇 第１回開催日：令和６年１月25日

〇 障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を障害者施策審議会
の下に新たに設置した。

〇 会議の当日は、身体障害・知的障害・精神障害のほか、これらを重複して
いる方、難病を患っている方など、様々な障害当事者１５名により、

県の障害者施策について積極的に意見が出された。

計画策定・推進に向けた新たな取組み

委員から出された意見

継続審議反映作業中 今後の議題等計画の修正意見

（設置のイメージ）

障害者施策審議会

(新設)
障害当事者部会

検討した内容や

意見を報告
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当日の様子



〇 現時点の計画案では、内閣府が実施する「障がい者に関する世論調査」の

「障害のある人が身近で普通に 生活しているのが当たり前と思う割合」

を、ひとつの指標として設定している。

障害当事者部会における計画に関する議題（指標・イメージ図）

23

➤ ただし、これだけでは「当事者の目線」が不十分であることから、

「当事者の目線、当事者の意見を踏まえた新たな指標を追加で設けたい」と考え、当事者部会で意見を伺った。

〇 計画案に掲載する２つの図について意見を伺った。

➤ 当事者目線の障害福祉の一例（支援者目線と当事者目線の違い）

➤ 県民総ぐるみで地域共生社会を作るイメージ

１.指標

２.イメージ図



障害当事者部会の意見（一部）

「指標（計画の達成度を表す数値）」についての意見

〇「障害のある人が生活を送るなかで、不便を感じたり、危険を感じる割合」の指標が必要だと思う。

〇自分は目が見えてない。買い物に行くと自分に対して話しかけてもらえない
経験を何度もしてきた。県民に伝える一例としては良いと思う。

「支援者目線と当事者目線の違いの一例」についての意見

〇視覚障害があっても情景がわかるよう、文章も載せてほしい。

〇図を見ただけだと、関係性がわかりにくい。文章を載せてほしい。

「県民総ぐるみで作る地域共生社会のイメージ図」についての意見

〇「醸成」など難しい単語はわからないのでやめてほしい。

24

〇「障害者と健常者がともに参加できるイベントの数」を毎年追いかけてはどうか。

〇「市町村の自立支援協議会に参加している当事者の割合」を採用してはどうか。

〇「普段の生活に不自由がないと思える割合」が基準になるのではないか。

〇「生活のしづらさ」が基準になるのではないか。



指標（計画の達成度を表す数値）についての意見
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〇「障害のある人が生活を送るなかで、不便を感じたり、危険を感じる割合」の指標が必要だと思う

〇「障害者と健常者がともに参加できるイベントの数」を毎年追いかけてはどうか

〇「市町村の自立支援協議会に参加している当事者の割合」を採用してはどうか

〇「普段の生活に不自由がないと思える割合」が基準になるのではないか

〇「生活のしづらさ」が基準になるのではないか

➤ 実 態 ： 数値は県で把握している。

➤ 実 態 ： 県内すべてのイベント数は把握できていない。

➤ 実 態 ： 現状では、神奈川県の状況を把握できる調査は実施されていない。

☞ 方向性 ▶県で当事者団体等に新たな調査を行うことなどを検討する。
▶計画に指標の項目として設定した上で、調査方法等を施策審議会・障害当事者部会で
検討していきたい。

☞ 方向性 ▶ ともに参加できる、できないの観点でイベントを選別すること自体が難しい。

☞ 方向性 ▶ ７（３）障害者主体の活動等の促進に「県独自の目標」として設定する。


